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不開示理由等 所管局部課等

1 R5.11.29 R6.1.19

令和３年～令和５年度「デジ
タルガバメント・都庁」基盤
構築に向けた先進事例等調査
委託
起案書、技術審査会の結果報
告庁内資料、業務計画書、取
組体制表、中間報告書、最終
報告書、デスクトップリサー
チ報告書、オンラインヒアリ
ング調査報告書、議事録、分
析資料など

696 1 1 1 1 1

・（７条３号）法人等に係る情報で、公にすること
により法人等の事業運営上の地位が損なわれると認
められるため。
・（７条６号）契約目途額に係る情報で、公にする
ことにより契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすと
認められるため。

デジタルサービ
ス局戦略部デジ
タル改革課

決定区分 （根拠規定）条例７条


